
大泉町有料広告掲載要綱 

 

（目的） 

第１条　この要綱は、町の資産を広告媒体として活用することにより、町の新たな財源を

確保し、財政の健全な運営に資することにより、町民サービスの向上及び地域経済の活

性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１)　広告媒体　次に掲げる町の資産のうち広告の掲載又は掲出が可能であるものをい 

う。 

ア　町が作成する印刷物又は刊行物 

イ　町のホームページ 

ウ　その他の資産で広告の掲載又は掲出が可能であるもの 

(２)　広告掲載　広告媒体に広告を掲載又は掲出することをいう。 

(３)　広告主　町と広告掲載に関する契約を締結し、広告掲載を行う者をいう。 

(４)　広告掲載料　広告掲載を行うに当たり、広告主が町に支払う料金をいう。 

（広告掲載の制限） 

第３条　広告掲載を行うことができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとす

る。 

(１)　法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

(２)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に規定する営業（次項において「風俗営業等」という。）に該当するもの 

(３)　貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業（次項にお

いて「貸金業」という。）に該当するもの 

(４)　インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法

律（平成１５年法律第８３号）第２条第２項に規定するインターネット異性紹介事

業（次項において「インターネット異性紹介事業」という。）に該当するもの 

(５)　人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの 



(６)　政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの 

(７)　公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

(８)　公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

(９)　前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として適当でないと認められる

もの 

２　広告掲載を行うことができる者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

(１)　法令等に違反している者 

(２)　風俗営業等を営む者 

(３)　貸金業を営む者 

(４)　インターネット異性紹介事業を営む者 

(５)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規

定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの関係者 

(６)　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続中の者又は会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続中の者 

(７)　行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者 

(８)　本町の町税等を滞納している者 

(９)　前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う者として適当でないと認められるも　　 

　　の 

（広告掲載の基準） 

第４条　前条に定めるもののほか、広告掲載を行うことができる広告に関する基準は、別 

に定める。 

（広告掲載の位置、規格及び掲載料） 

第５条　広告掲載の位置、規格及び広告掲載料は、広告媒体ごとに別に定める。 

（広告の募集） 

第６条　広告掲載の募集は、町の広報紙及び町のホームページ等に掲載することにより行 

うものとする。 

（広告掲載の申込み） 



第７条　広告掲載を希望する者（以下「広告掲載希望者」という。）は、大泉町有料広告

掲載申込書（別記様式第１号。以下「申込書」という。）に必要書類を添えて、町長が

指定する期日までに申し込まなければならない。 

（広告掲載の決定） 

第８条　町長は、申込書を受理したときは、大泉町広告等審査委員会に諮り、その結果を

踏まえた上で掲載の可否を決定する。 

２　町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等につ

いて、大泉町有料広告掲載可否決定通知書（別記様式第２号）により広告掲載希望者に

通知するものとする。 

３　町長は、同一の広告掲載位置に広告掲載希望者が複数あるときは、次の各号に掲げる

順位に従い、優先して広告主を決定する。この場合においては、同順位の者の中で長期

間掲載を希望するもの等を優先することができる。 

(１)　町内に事業所等を有する企業又は自営業者等 

(２)　その他の企業又は自営業者等 

４　前項の規定により、広告主を決定することができないときは、抽選により広告主を決

定する。 

５　大泉町広告等審査委員会について必要な事項は、別に定める。 

（掲載料金の納入） 

第９条　広告主は、町長が指定する期日までに町の発行する納入通知書により、広告掲載

料を一括して納入しなければならない。 

（掲載料金の還付） 

第１０条　既に納入された広告の掲載料金は、還付しない。ただし、町の都合により広告

掲載ができなくなったときは、還付することができる。 

（広告原稿の作成及び経費負担） 

第１１条　広告原稿は、広告主において作成し、その費用はすべて広告主が負担するもの

とする。 

（その他） 

第１２条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附　則 



この要綱は、告示の日から施行する。 

附　則（平成２６年３月２７日） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附　則（平成２８年３月２２日） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附　則（平成３０年３月２８日） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附　則（令和３年３月２９日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附　則（令和３年９月６日） 

（施行期日） 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱の施行の際現に改正前のそれぞれの要綱の規定により提出され、又は交付さ

れている書類は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定により提出され、又は交付された

ものとみなす。 

３　この要綱の施行の際現に改正前のそれぞれの要綱の規定により作成されている用紙に

ついては、当分の間、適宜補正して使用することができる。 

附　則（令和３年１０月１日） 

この要綱は、告示の日から施行する。 



 



 


